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社
会
変
動
と
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

中

村

勝

範

一
、
間
題
の
所
在

二
、
大
正
七
、
八
年
の
社
会
・
政
治
的
情
勢
と
黎
明
会
の
第
四
回
例
会
及
ぴ
第
三
回
講
演
会

三
、
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
の
内
容
と
分
析
（
1
）

四
、
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
の
内
容
と
分
析
（
H
）

五
、
結
　
　
語

社会変動と大正デモクラシー

一
、
問
題
の
所
在

　
黎
明
会
は
大
正
七
（
一
九
一
八
）
年
十
二
月
二
十
三
日
に
結
成
さ
れ
た
。
実
際
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
一
月

か
ら
で
あ
る
．
こ
の
団
体
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
お
い
て
、
講
演
会
と
講
演
集
発
行
に
よ
り
、
穏
や
か
な
民
主
的
思
想
を
宣

布
す
る
も
の
と
し
て
出
発
し
た
．

　
黎
明
会
は
吉
野
作
造
と
福
田
徳
三
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
．
当
時
、
吉
野
は
世
間
か
ら
危
険
な
る
思
想
家
と
目
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
た
が
、
福
田
は
温
和
思
想
家
の
第
一
人
者
と
評
さ
れ
て
い
た
．
大
正
八
年
新
年
の
評
論
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
温
和
思
想
家
の
福
田
の
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（
2
）

活
躍
が
最
も
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
．
大
正
八
年
中
葉
に
至
っ
て
も
．
な
お
雑
誌
界
に
お
け
る
福
田
人
気
は
劣
え
ず
、
福
田
争
奪
戦

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
大
正
八
年
一
、
二
月
こ
ろ
の
福
田
の
思
想
に
は
、
た
だ
に
温
和
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
福
田
を
含
む
黎
明
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

々
員
が
撲
滅
す
る
と
し
て
い
た
頑
冥
思
想
に
通
ず
る
も
の
を
含
ん
で
い
た
。
福
田
一
人
だ
け
が
温
和
思
想
家
で
あ
り
、
頑
冥
思
想
に
通
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
も
の
を
主
張
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
会
員
が
大
同
小
異
で
あ
っ
た
こ
と
は
．
す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
黎
明
会
は

政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
の
旧
思
想
に
対
し
て
比
較
的
穏
や
か
に
改
革
を
唱
え
た
の
で
あ
り
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
ま
た
福
田
徳
三

を
も
っ
と
も
人
気
の
あ
る
評
論
家
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
激
烈
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
、
旧
思
想
を
激
し
く
攻
撃
す
る
も
の
が
、
や
が
て
登
場
し
て
く
る
が
、
そ
れ
は
社
会
主
義
の
思
想
と
運
動
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
。
黎
明
会
は
社
会
主
義
者
を
拒
否
し
、
社
会
主
義
を
否
定
し
て
出
発
し
た
が
、
や
が
て
社
会
主
義
的
主
張
が
講
演
の
中
で
説
か
れ
る

よ
う
に
な
る
。

　
黎
明
会
の
創
立
か
ら
五
年
余
り
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
陸
軍
将
校
の
親
睦
共
済
団
体
で
あ
っ
た
借
行
社
の
機
関
誌
『
僧
行
社
記
事
』
に
、

次
の
よ
う
な
一
節
を
含
む
評
論
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
リ

　
　
「
（
明
治
）
四
十
年
の
一
月
十
八
日
大
審
院
と
法
延
に
お
い
て
鶴
裁
判
所
長
に
依
っ
て
幸
徳
以
下
の
判
決
が
読
み
上
げ
ら
れ
此
処
に
日
本
社
会
主
義
運

　
動
の
第
一
期
時
代
は
終
焉
を
告
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
爾
後
十
年
間
殆
ど
日
本
の
社
会
主
義
は
絶
滅
し
た
か
の
如
く
僅
か
に
刑
を
の
が
れ
た
る
も
の
並
び
に
刑
余
の
人
々
は
『
売
文
社
』
を
結
ん
で
口
を
醐
し

　
て
居
り
ま
し
た
が
、
大
正
七
、
八
年
に
至
り
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
思
想
が
宣
伝
せ
ら
る
x
様
に
な
っ
て
か
ら
急
に
社
会
主
義
思
想
の
宣
伝
が
台
頭
致

　
し
ま
し
た
。

　
学
老
の
中
に
黎
明
会
を
起
し
て
主
と
し
て
左
傾
思
想
の
研
究
に
没
頭
す
る
者
あ
る
と
共
に
社
会
主
義
者
の
行
動
も
活
気
づ
き
遂
に
大
正
九
年
十
月
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
主
義
同
盟
と
云
う
日
本
社
会
主
義
の
大
同
団
結
が
策
せ
ら
れ
ま
し
た
」

　
陸
軍
歩
兵
中
尉
の
右
の
評
論
は
、

　
e
、
大
正
七
、
八
年
に
至
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
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口
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
が
宣
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
急
に
社
会
主
義
思
想
の
宣
伝
が
台
頭
し
た
こ
と
、

　
白
、
黎
明
会
の
学
者
の
中
に
左
翼
思
想
の
研
究
に
没
頭
す
る
者
も
あ
っ
た
こ
と
、

　
㊨
、
社
会
主
義
者
の
行
動
が
活
気
づ
い
た
こ
と
、

を
指
摘
し
て
い
る
。
「
大
正
七
、
八
年
」
と
い
う
時
期
は
e
⇔
㊧
四
の
全
体
に
か
か
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
四
の
社
会
主
義

者
の
行
動
が
活
気
づ
い
た
の
は
、
黎
明
会
の
学
者
の
中
で
左
翼
思
想
研
究
に
没
頭
す
る
者
が
あ
っ
た
た
め
に
刺
戟
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は

な
く
、
e
⇔
㊧
の
状
況
の
中
で
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
黎
明
会
は
、
わ
が
国
の
思
想
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か

ら
社
会
主
義
へ
と
変
化
し
た
そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
団
体
で
あ
る
。

　
黎
明
会
は
穏
や
か
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張
し
て
出
発
し
た
は
ず
で
あ
る
．
そ
れ
が
、
陸
軍
将
校
か
ら
日
本
社
会
主
義
台
頭
の
温
床

で
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
評
さ
れ
る
の
は
、
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。
対
象
の
期
間
は
第
四
回
例
会
か
ら
第

三
回
講
演
会
ま
で
で
あ
る
。

　
（
1
×
2
）
（
3
）
　
中
村
勝
範
「
黎
明
会
と
福
田
徳
三
」
（
慶
感
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第
六
十
巻
第
一
号
　
昭
和
六
十
二
年
一
月
）
。

　
（
4
）
　
中
村
勝
範
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
断
面
－
黎
明
会
の
研
究
1
」
（
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
鷹
義
塾
創
立
一
二
五
年
記
念
論
文
集

　
　
法
学
部
政
治
学
関
係
』
（
昭
和
五
十
八
年
十
月
二
十
日
）
。

　
（
5
）
（
6
）
　
右
二
論
文
及
び
中
村
勝
範
「
黎
明
会
と
そ
の
漸
進
主
義
」
（
慶
感
義
塾
大
学
法
学
研
究
会
編
『
法
学
研
究
』
第
五
十
九
巻
十
二
号
　
昭
和

　
　
六
十
年
十
二
月
）
。

　
（
7
）
　
原
田
二
郎
（
陸
軍
歩
兵
中
尉
）
「
近
代
改
造
思
想
の
様
相
と
日
本
の
社
会
主
義
運
動
」
（
『
僧
行
社
記
事
』
第
五
九
四
号
　
大
正
十
三
年
三
月
）
。

大
正
七
、

　
　
　
二
、
大
正
七
、
八
年
の
社
会
・
政
治
的
情
勢
と
黎
明
会
の
第
四
回
例
会
及
び
第
三
回
講
演
会

八
年
の
わ
が
国
の
社
会
・
政
治
は
激
動
し
て
い
た
。
大
正
七
年
八
月
中
旬
か
ら
九
月
中
旬
ま
で
、
三
七
市
、
一
三
四
町
、

一
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三
九
村
に
わ
た
っ
て
波
及
し
た
米
騒
動
は
、
前
年
、
・
シ
ア
に
起
っ
た
革
命
と
共
に
、
わ
が
国
の
社
会
・
政
治
に
衝
撃
を
与
え
た
．

　
鈴
木
文
治
は
米
騒
動
に
つ
き
、
後
年
、
次
の
よ
う
に
叙
述
し
た
．
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
民
衆
に
「
力
」
の
福
音
を
伝
え
た
、
労
働
階

級
に
自
信
を
与
え
た
、
無
産
階
級
の
自
卑
心
を
一
掃
し
た
、
自
屈
心
を
払
拭
し
た
、
そ
し
て
力
強
い
自
信
力
と
自
尊
心
と
を
与
え
た
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

同
意
語
を
矢
つ
ぎ
ば
や
に
重
ね
た
末
に
．
米
騒
動
は
我
国
労
働
運
動
の
拍
車
と
な
り
前
進
さ
せ
た
、
と
い
う
。
こ
の
叙
述
が
そ
の
ま
ま
正

当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
当
時
の
労
働
組
合
運
動
に
お
い
て
抜
群
の
功
労
老
で
あ
っ
た
鈴
木
文
治
が
米
騒
動
を
こ
の

よ
う
に
後
年
評
価
し
た
こ
と
を
書
き
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
鈴
木
文
治
の
証
言
と
は
や
や
ず
れ
る
が
、
労
働
運
動
の
高
揚
は
、
大
正
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
大
正
七
年
の
米
騒
動
は
前
年
か
ら
著
し
く
高
揚
し
た
労
働
運
動
を
継
承
し
．
そ
れ
を
大
正
八
年
へ
発
展
さ
せ
る

こ
と
に
役
立
っ
た
か
も
し
れ
な
い
．
し
か
し
、
米
騒
動
は
、
と
り
わ
け
労
働
運
動
を
高
揚
さ
せ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
黎
明
会

と
の
関
係
で
重
要
な
こ
と
は
、
米
騒
動
が
激
発
し
た
大
正
七
年
を
含
む
大
正
六
年
か
ら
八
年
ま
で
の
三
年
間
は
、
労
働
運
動
が
著
し
く
高

揚
し
た
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
寺
内
正
毅
内
閣
は
米
騒
動
の
責
任
を
と
り
総
辞
職
し
た
．
後
継
首
班
に
政
友
会
総
裁
原
敬
が
任
命
さ
れ
た
．
原
敬
は
平
民
宰
相
と
い
わ

れ
た
。
原
内
閣
は
陸
軍
、
海
軍
、
外
務
の
三
大
臣
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
大
臣
を
政
友
会
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
わ
が
国
最
初
の
政

党
内
閣
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
政
党
内
閣
の
時
代
が
は
じ
ま
る
。
米
騒
動
は
政
治
的
に
見
る
と
平
民
宰
相
と
政
党
政
治
を
出
現
さ

せ
た
。
黎
明
会
員
で
あ
っ
た
森
戸
辰
男
は
、
原
内
閣
の
成
立
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
を
刺
戟
し
た
と
い
い
、
そ
の
運
動
の
高
か
ま
り
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
黎
明
会
や
学
生
組
織
で
あ
る
新
人
会
、
民
人
同
盟
、
反
逆
者
等
々
が
結
成
さ
れ
た
、
と
証
言
す
る
。
労
働
運
動
に
乗
り
出
し
た
労
働
者

は
．
団
結
権
獲
得
の
た
め
に
議
会
に
代
表
を
送
り
出
す
必
要
を
感
じ
、
普
通
選
挙
権
獲
得
運
動
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
．
こ
の
運

動
は
進
歩
的
学
生
が
イ
ニ
シ
ヤ
テ
イ
ヴ
を
と
っ
て
い
た
。
こ
の
普
選
獲
得
運
動
は
大
正
八
年
二
月
に
全
国
的
な
大
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ

　
　
　
ハ
　
ロ

ソ
と
な
っ
た
、
と
も
森
戸
は
自
伝
の
中
に
刻
ん
で
い
る
。
三
月
八
日
に
は
納
税
資
格
を
三
円
に
ま
で
拡
大
す
る
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正

案
が
衆
院
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
。
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労
働
運
動
、
労
働
者
の
団
結
権
獲
得
運
動
、
普
選
獲
得
運
動
、
学
生
運
動
等
が
台
頭
し
、
興
隆
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
が
”
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
た
め
の
戦
争
”
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
陣
営
に
加
担
し
た
以
上
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
“
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め

の
戦
争
”
が
終
結
す
る
に
当
り
、
民
族
自
決
、
無
併
合
無
賠
償
が
、
こ
れ
も
ま
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
陣
営
か
ら
高
唱
さ
れ
た
．
こ
う
し
た

理
想
主
義
的
方
針
を
日
本
人
ま
で
が
唱
え
て
い
る
と
、
日
本
か
ら
台
湾
、
朝
鮮
を
切
り
離
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
危
険
が
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

々
の
眼
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
．
と
危
倶
し
た
の
は
福
田
徳
三
で
あ
っ
た
．
福
田
が
こ
の
よ
う
に
講
演
し
た
時
点
よ
り
約
二
十
日
前
、
在

日
朝
鮮
人
留
学
生
が
、
東
京
で
朝
鮮
民
族
大
会
召
集
請
願
書
と
独
立
期
成
宣
言
書
を
発
表
す
る
事
件
が
あ
り
、
六
〇
余
名
が
検
挙
さ
れ
て

い
た
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
約
三
週
間
後
の
三
月
一
日
に
は
、
京
城
、
平
壌
等
に
お
い
て
朝
鮮
独
立
宣
言
が
発
表
さ
れ
、
デ
モ
と
な
り
、
こ

の
運
動
は
半
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
こ
れ
に
参
加
す
る
者
二
百
万
に
達
し
た
．
こ
れ
ら
に
加
う
る
に
大
正
七
年
春
に
成
立
し
た
日
華
共
同

防
敵
協
定
に
反
対
す
る
東
京
在
留
中
国
人
学
生
の
集
会
（
五
月
六
日
）
、
北
京
に
お
け
る
二
千
人
の
学
生
デ
モ
（
五
月
二
一
目
）
、
及
び
シ
ベ

リ
ア
出
兵
（
八
月
二
日
）
等
も
ま
た
わ
が
国
の
社
会
・
政
治
に
衝
撃
を
あ
た
え
て
い
た
．

　
以
上
、
大
正
八
年
三
月
の
黎
明
会
の
活
動
を
理
解
す
る
上
に
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
社
会
・
政
治
的
変
動
を
素
描
し
た
。
黎
明
会
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

回
例
会
は
、
大
正
八
年
三
月
十
九
日
午
後
六
時
か
ら
学
生
会
館
に
お
い
て
開
会
さ
れ
た
。
「
黎
明
会
記
録
」
に
よ
り
、
本
例
会
の
内
容
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

紹
介
す
る
。
例
会
の
主
内
容
は
、
e
牧
野
英
一
の
「
同
盟
罷
工
権
」
に
関
す
る
研
究
発
表
、
⇔
朝
鮮
学
生
三
名
の
談
話
を
き
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
牧
野
は
約
二
時
間
に
わ
た
り
、
同
盟
罷
工
権
の
由
来
及
将
来
に
つ
い
て
学
理
に
基
づ
き
、
研
究
発
表
し
た
。
朝
鮮
学
生
三
名
は
、

冷
静
に
彼
等
の
所
見
を
開
陳
し
た
。
最
後
に
福
田
徳
三
よ
り
、
右
発
表
者
に
感
謝
の
挨
拶
が
あ
り
、
散
会
し
た
．
十
一
時
で
あ
っ
た
．
出

席
者
は
、
阿
部
秀
助
、
木
村
久
一
、
大
島
正
徳
、
大
庭
桐
公
、
瀧
田
哲
太
郎
、
麻
生
久
、
福
田
徳
三
、
森
戸
辰
男
、
渡
辺
鉄
蔵
．
今
井
嘉

幸
、
中
目
尚
義
の
十
会
員
と
、
来
賓
と
し
て
牧
野
英
一
、
松
岡
駒
吉
、
金
雨
英
、
姜
宗
鍵
、
金
俊
淵
、
崔
承
萬
、
張
仁
燥
、
白
南
薫
、
下

煕
う
、
徐
相
国
の
十
名
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
例
会
に
お
い
て
新
会
員
と
し
て
川
合
貞
一
、
三
辺
金
蔵
が
福
田
に
推
薦
さ
れ
、
大
河
内
正

敏
、
佐
野
利
器
、
内
ヶ
崎
作
三
郎
が
吉
野
に
推
薦
さ
れ
、
満
場
一
致
で
可
決
し
た
．
こ
の
例
会
に
お
い
て
、
大
阪
で
講
演
会
を
開
催
す
る
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こ
と
を
決
定
し
、
麻
生
久
が
そ
の
衝
に
当
り
、
吉
野
、
福
田
、
大
島
、
渡
辺
を
講
師
と
す
る
こ
と
も
決
定
し
た
。

　
黎
明
会
例
会
に
来
賓
と
し
て
出
席
し
た
松
岡
駒
吉
は
こ
の
こ
ろ
友
愛
会
の
本
部
会
計
部
長
兼
主
事
で
あ
っ
た
．
黎
明
会
例
会
に
友
愛
会

員
が
出
席
す
る
と
い
う
こ
と
は
初
め
て
で
あ
っ
た
．
黎
明
会
に
は
友
愛
会
と
深
い
関
係
を
有
す
る
吉
野
作
造
（
友
愛
会
評
議
員
）
、
麻
生
久

が
い
た
関
係
か
ら
出
席
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
当
日
、
牧
野
英
一
が
「
同
盟
罷
工
権
」
の
研
究
発
表
を
し
た
と
い
う
こ
と
が
松
岡
出
席

を
決
定
的
た
ら
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
先
、
三
月
十
日
に
友
愛
会
は
本
部
に
全
国
各
支
部
代
表
者
総
集
会
を
開
催
し
、
治
安
警
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

法
中
改
正
に
関
す
る
請
願
の
可
否
を
討
議
し
、
出
席
者
約
五
百
名
満
場
異
議
な
く
可
決
確
定
し
た
。
そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
「
宣
言
」
に
は
、

「
労
働
者
の
権
利
の
確
立
に
対
し
一
大
障
壁
を
成
す
も
の
は
実
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
に
在
り
」
、
同
法
は
「
労
働
者
の
同
盟
罷
工
権
を

奪
い
間
接
に
は
労
働
者
の
団
結
権
を
奪
う
を
目
的
と
す
」
、
吾
人
は
労
働
者
の
権
利
が
国
家
の
法
制
に
依
り
完
全
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
を

要
求
す
る
、
而
し
て
「
其
第
一
歩
と
し
て
治
安
警
察
法
第
十
七
条
主
文
中
、
誘
惑
煽
動
に
関
す
る
『
又
ハ
』
以
下
の
字
句
の
削
除
を
議
会

に
請
願
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
っ
た
．
三
月
十
五
日
に
は
友
愛
会
全
国
各
支
部
代
表
者
集
会
の
代
表
が
．
今
井
嘉
幸
代
議
士
を
通
じ
．
「
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

ハ
」
以
下
の
字
句
の
削
除
を
請
願
し
た
。
「
又
ハ
」
以
下
の
字
句
の
削
除
と
い
う
こ
と
は
、
内
容
的
に
第
十
七
条
全
文
の
削
除
と
い
う
こ

と
に
等
し
い
．

　
早
稲
田
大
学
教
授
北
沢
新
次
郎
は
友
愛
会
会
長
代
理
で
も
あ
っ
た
か
ら
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
．
友
愛
会
結
成
以
来
こ
れ
に
援
助
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
慶
大
教
授
堀
江
帰
一
（
友
愛
会
評
議
員
）
も
友
愛
会
機
関
誌
上
に
お
い
て
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
撤
廃
を
主
張
し
て

（
1
1
）

い
た
。
友
愛
会
本
部
が
識
者
に
求
め
た
「
労
働
組
合
公
認
可
否
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
、
小
泉
信
三
が
「
労
働
組
合
を
公
認
す
べ
し

（
同
盟
罷
工
権
を
公
認
す
べ
し
と
の
意
味
あ
り
と
解
釈
す
）
と
の
説
に
同
意
な
り
や
否
や
と
の
御
尋
ね
に
対
し
て
は
『
勿
論
』
と
答
う
る
の
外
他

を
知
ら
ず
候
（
以
下
省
略
）
」
と
答
え
て
い
る
が
、
福
田
徳
三
、
田
中
葦
一
郎
ら
黎
明
会
々
員
も
無
条
件
賛
成
し
、
尾
崎
行
雄
、
島
田
三
郎
、

小
泉
又
次
郎
、
内
ヶ
崎
作
三
郎
、
桑
田
熊
蔵
、
犬
養
毅
、
豊
原
又
男
、
大
井
憲
太
郎
、
林
毅
陸
、
斉
藤
隆
夫
、
高
野
岩
三
郎
、
河
上
肇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

布
施
辰
治
、
安
部
磯
雄
、
櫛
田
民
蔵
ら
も
無
条
件
も
し
く
は
積
極
的
に
賛
成
し
、
他
に
賛
成
者
多
数
で
あ
っ
た
．
ア
ン
ケ
ー
ト
に
見
る
限
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社会変動と大正デモクラシー

り
、
天
下
の
大
勢
は
労
働
組
合
の
公
認
、
従
っ
て
治
安
警
察
法
第
十
七
条
撤
廃
は
定
ま
っ
た
観
が
あ
っ
た
．

　
牧
野
英
一
は
、
こ
の
研
究
発
表
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
．
す
な
わ
ち
、
第
十
七
条
の
規
定
が
労
働
者
の
み
な
ら
ず
資
本
家
に
も

等
し
く
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
形
式
的
に
は
公
平
に
出
来
て
い
る
．
し
か
し
資
本
家
は
自
己
の
主
張
を
貫
く
と
き
誹
殿
、
誘

惑
、
煽
動
に
よ
る
必
要
は
な
い
．
資
本
家
の
武
器
は
資
本
で
あ
る
．
誹
殿
、
誘
惑
、
煽
動
は
労
働
者
の
唯
一
の
武
器
で
あ
る
．
第
十
七
条

は
形
式
的
に
は
公
平
を
装
い
な
が
ら
、
労
働
者
の
み
に
禁
制
を
施
し
て
い
る
．
実
質
は
形
式
の
ご
と
く
公
平
で
な
い
。
独
仏
の
両
国
の
法

律
に
か
ん
が
み
、
煽
動
、
誘
惑
は
最
早
犯
罪
で
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も
煽
動
、
誘
惑
と
は
要
す
る
に
プ
・
バ
ガ
ン

ダ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
国
家
が
そ
れ
自
体
の
た
め
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
国
家
に
つ
ぐ
大
団
体
で
あ
る
労
働
階
級
が

そ
の
団
体
運
動
の
た
め
プ
『
ハ
ガ
ン
ダ
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
．
ま
た
同
盟
罷
業
で
あ
る
が
、
学
者
は
結
合
の
自
由
を
認
め

た
時
、
そ
れ
を
結
合
権
、
コ
ア
リ
シ
ョ
ン
の
権
利
と
称
し
た
．
そ
れ
が
徹
底
し
た
時
、
同
盟
罷
業
権
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
利
と
称
せ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
盟
罷
業
は
、
そ
の
正
当
な
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
る
二
時
は
権
利
で
あ
る
。
今
更
同
盟
罷
業
の
権
利
な
る
こ
と
を

説
く
が
如
き
は
、
大
に
時
勢
お
く
れ
の
気
味
が
な
い
で
も
な
い
。
牧
野
は
以
上
の
よ
う
な
発
表
を
行
っ
た
．
労
働
争
議
が
瀕
発
し
、
労
働

組
合
の
結
成
も
わ
が
国
の
歴
史
上
か
つ
て
な
い
盛
況
の
年
に
入
っ
て
い
た
．
識
者
の
多
く
は
労
働
組
合
の
公
認
、
治
安
警
察
法
第
十
七
条

撤
廃
、
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
を
公
然
と
主
張
す
る
社
会
情
勢
で
も
あ
っ
た
．
牧
野
の
黎
明
会
例
会
に
お
け
る
研
究
発
表
は
、
「
学
理

に
基
づ
き
、
研
究
を
発
表
」
し
た
と
さ
れ
た
が
、
黎
明
会
講
演
会
に
お
い
て
、
多
数
の
大
衆
を
前
に
講
演
し
て
も
、
聴
衆
を
ひ
き
つ
け
得

る
魅
力
的
な
発
表
で
あ
っ
た
。

　
朝
鮮
学
生
の
話
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
田
徳
三
が
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
に
お
い
て
、
「
先
達
も
或
朝
鮮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

学
生
が
言
っ
て
居
る
、
日
本
に
合
併
せ
ら
れ
て
吾
々
の
生
活
が
如
何
に
善
く
な
っ
て
も
吾
々
は
非
常
に
腐
敗
し
た
朝
鮮
の
独
立
国
民
で
あ

る
方
が
宜
い
と
言
っ
て
居
り
ま
し
た
が
是
が
本
当
の
叫
び
で
あ
ろ
う
と
思
う
、
朝
鮮
が
日
本
に
な
っ
た
か
ら
そ
う
云
う
こ
と
を
云
う
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ロ

に
な
っ
た
、
元
の
朝
鮮
人
は
そ
う
云
う
事
は
感
じ
な
か
っ
た
。
如
何
に
其
国
の
政
治
が
悪
く
て
も
他
の
国
に
司
配
さ
れ
る
よ
り
も
自
分
の
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（
1
3
）

国
で
あ
る
方
が
宜
い
」
と
述
べ
た
中
の
「
或
朝
鮮
の
学
生
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
例
会
に
お
け
る
朝
鮮
学
生
の
発
言
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
福
田
に
「
是
が
本
当
の
叫
び
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
と
言
わ
し
め
た
が
、
こ
れ
は
福
田
に
と
っ
て
、
こ
の
方
面
の
思
想

の
大
転
換
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
僅
か
三
週
間
余
り
前
に
、
福
田
は
黎
明
会
第
二
回
講
演
会
に
お
い
て
、
場
所
は
同
じ
神
田
青
年
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

で
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
が
主
張
す
る
民
族
自
決
は
、
「
日
本
か
ら
朝
鮮
や
台
湾
を
チ
ョ
ン
切
る
こ
と
に
も
解
決
せ
ら
れ
そ
う
な
危
険
」
が
あ
る

と
講
演
し
た
ぽ
か
り
で
あ
っ
た
。
福
田
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
時
、
在
日
朝
鮮
人
留
学
生
が
東
京
で
朝
鮮
の
独
立
宣
言
書
を
発
表
し
た

後
で
あ
っ
た
。
福
田
は
こ
の
段
階
で
は
、
朝
鮮
人
に
と
っ
て
は
生
活
が
善
く
な
く
も
、
腐
敗
し
て
い
よ
う
と
も
朝
鮮
は
独
立
し
て
い
た
方

が
よ
い
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
福
田
が
、
三
週
間
余
り
後
に
は
、
独
立
を
求
め
る
朝
鮮
民
族
の
立
場
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
福
田
の
朝
鮮
観
を
変
化
さ
せ
た
の
は
、
直
接
に
は
朝
鮮
学
生
の
話
で
あ
ろ
う
が
、
三
・
一
事
件
も
影
響
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
は
三
月
二
十
二
日
午
後
六
時
よ
り
神
田
青
年
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
．
演
題
及
び
講
師
は
左
の
通
り
で
あ

っ
た
。

　
先
づ
自
己
を
反
省
せ
よ
（
開
会
の
辞
）

　
労
働
者
問
題
の
解
釈
と
経
済
的
挙
国
一
致

　
法
令
改
善
の
第
一
歩

　
輿
論
の
人
格
的
基
礎

　
如
何
に
改
造
す
る
か
（
吉
野
博
士
に
答
う
）

　
司
会
は
木
村
久
一
で
あ
っ
た
．

が
春
季
休
暇
中
の
た
め
、

法
学
博
士

法
学
博
士

法
学
博
士

文
学
士

法
学
博
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
来
聴
者
は
八
百
数
十
名
で
あ
っ
た
．
　
　
　
　
　
第
二
回
講
演
会
の
半
数
に
達
し
な
か
っ
た
。
諸
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
京
の
学
生
の
数
が
少
い
こ
と
が
来
聴
者
半
減
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
黎
明
会
講
演
会
の

聴
衆
の
過
半
数
は
学
生
で
あ
っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
．
学
生
以
外
で
は
知
識
階
級
で
あ
ろ
う
．
女
性
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
の
で
は
な

吉
野
作
造

森
戸
辰
男

穂
積
重
遠

大
島
正
徳

福
田
徳
三

　
　
　
そ
の
数
は
．
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（
B
）

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
（
1
）
　
鈴
木
文
治
『
労
働
運
動
二
十
年
』
（
一
元
社
　
昭
和
六
年
五
月
二
十
八

　
　
日
）
一
七
三
頁
。

　
（
2
）
　
表
「
大
正
年
間
の
組
合
数
・
同
盟
罷
業
件
数
・
同
盟
罷
業
参
加
人
員
」

　
　
参
照
．

　
（
3
）
　
森
戸
辰
男
『
思
想
の
遍
歴
　
上
』
（
春
秋
社
　
昭
和
四
十
七
年
五
月
二

　
　
十
日
）
五
四
－
五
頁
。

　
（
4
）
　
右
同
書
五
五
頁
。

　
（
5
）
　
福
田
徳
三
「
世
界
を
欺
く
者
は
誰
ぞ
（
開
会
の
辞
）
」
（
『
黎
明
講
演
集
』

　
　
第
一
巻
第
二
輯
大
正
八
年
四
月
一
日
）
。

　
（
6
）
　
「
黎
明
会
記
録
」
（
『
黎
明
講
演
集
』
第
一
巻
第
四
輯
　
大
正
八
年
六
月

　
　
一
日
）
．

　
（
7
）
　
牧
野
英
一
の
研
究
発
表
は
「
治
安
警
察
法
第
十
七
条
」
と
し
て
『
黎
明

　
　
講
演
集
』
第
一
巻
第
五
輯
（
大
正
八
年
七
月
一
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
『
東

　
　
京
日
々
新
聞
』
、
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
、
『
法
学
志
林
』
に
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
、

　
（
8
）
　
「
本
部
だ
よ
り
」
（
『
労
働
及
産
業
』
第
八
巻
第
五
号

　
（
9
）
　
「
宣
言
」
（
『
労
働
及
産
業
』
第
八
巻
第
四
号
　
大
正
八
年
四
月
一
日
）
。

　
（
憩
）
　
「
治
安
警
察
法
改
正
請
願
」
（
右
同
『
労
働
及
産
業
』
）
．

　
　
第
十
七
条

　
　
　
ト
ヲ
得
ス

　
　
　
一

　
　
　
二

　
　
　
三
労
務
ノ
条
件
又
ハ
報
酬
二
関
シ
相
手
方
ノ
承
諾
ヲ
強
ユ
ル
コ
ト

　　　大正年問の組合数・同盟罷業件数・同盟罷業参加人員
ヨ

治

安年組合数同盟罷業件数同盟罷業参加人員
警　　　　＿
察　　大正兀

法　　大正2　　　　　　　　　47　　　　　5，242

第大正3　　 50　7904十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

七大正4　　 64　7，852
条　大正5　　／　108　　8，413

年 組合数 同盟罷業件数 同盟罷業参加人員

大正元

大正2 47 5，242

大正3 50 7，904

大正4 64 7，852

大正5 108 8，413

大正6 398 57，309

大正7 107 417 66，457

大正8 187 497 63，137

大正9 273 282 36，371

大正10 300 246 58，225

大正11 389 250 41，503

大正12 432 270 36，259

大正13 469 295 48，940

大正14 457 270 32，472

大正15 488 469 63，644

（『近代日本総合年表』（岩波書店　1968年11月25日）にて作成）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
前
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
正
八
年
五
月
一
日
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
全
文
は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
左
ノ
各
号
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
二
対
シ
テ
暴
行
脅
迫
シ
若
ハ
公
然
誹
殿
シ
又
ハ
第
二
号
ノ
目
的
ヲ
以
テ
他
人
ヲ
誘
惑
若
ハ
煽
動
ス
ル
コ

　
　
労
務
ノ
条
件
又
は
報
酬
二
関
シ
協
同
ノ
行
動
ヲ
為
ス
ヘ
キ
団
結
二
加
入
セ
シ
メ
又
ハ
其
ノ
加
入
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト

　
　
同
盟
解
雇
若
ハ
同
盟
罷
業
ヲ
遂
行
ス
ル
カ
為
使
用
者
ヲ
シ
テ
労
務
者
ヲ
解
雇
セ
シ
メ
若
ハ
労
務
二
従
事
ス
ル
ノ
申
込
ヲ
拒
絶
セ
シ
ム
ル
コ
ト

耕
作
ノ
目
的
二
出
ツ
ル
土
地
賃
貸
借
ノ
条
件
二
関
シ
承
諾
ヲ
強
ユ
ル
カ
為
相
手
方
二
対
シ
暴
行
、
脅
迫
シ
若
ハ
公
然
誹
殿
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
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（
1
1
）
　
北
沢
新
次
郎
「
我
国
労
働
問
題
に
対
す
る
労
働
者
の
態
度
」
、
堀
江
帰
一

　
し
て
い
る
（
『
労
働
及
産
業
』
第
八
巻
第
三
号
　
大
正
八
年
三
月
一
日
）
。

パ　　パ　　ハ　　パ　　　
16　15　14　13　12
）　　）　　）　　）　　）ぎ

っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
入
場
者
の
中
に
一
人
の
女
性
さ
え
あ
る
」

の
盛
況
の
証
拠
と
さ
れ
た
。

「
労
働
組
合
急
務
」
は
共
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
の
撤
廃
に
論
及

「
労
働
組
合
公
認
可
否
」
（
右
同
）
．

福
田
徳
三
「
如
何
に
改
造
す
る
か
ー
吉
野
博
士
に
答
う
ー
」
（
『
黎
明
講
演
集
』
第
一
巻
第
三
輯
　
大
正
八
年
五
月
一
日
）
．

前
掲
福
田
「
世
界
を
欺
く
者
は
誰
ぞ
1
開
会
の
辞
ー
」
。

前
掲
「
黎
明
会
記
録
」
。

黎
明
会
第
一
回
講
演
会
（
大
正
八
年
一
月
十
八
日
）
に
お
け
る
女
性
の
聴
講
者
は
一
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
る
新
聞
は
「
定
刻
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
東
京
日
々
新
聞
』
大
正
八
年
一
月
十
九
日
）
と
書
き
、
女
性
聴
講
者
一
名
は
会

58

三
、
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
の
内
容
と
分
析
（
1
）

　
吉
野
作
造
の
演
題
は
「
先
づ
自
己
を
反
省
せ
よ
（
開
会
の
辞
）
」
と
な
っ
て
い
た
．
朝
鮮
の
三
・
一
事
件
、
亜
米
利
加
、
支
那
、
西
伯
利

の
排
日
運
動
等
が
生
じ
た
時
、
日
本
国
民
は
真
相
を
究
明
し
、
冷
静
に
「
自
己
を
反
省
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
．
い
た
ず
ら
に
排
日

運
動
が
悪
い
、
排
日
運
動
の
裏
に
は
煽
動
す
る
者
が
い
る
と
他
を
責
め
、
昂
奮
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。
自

己
を
反
省
で
き
な
い
者
は
、
相
手
の
気
持
も
諒
解
で
ぎ
な
い
．
支
那
、
西
伯
利
、
朝
鮮
に
対
し
て
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
し
て
や
っ
た
、

相
手
に
不
平
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
、
と
決
め
て
い
る
．
し
か
し
、
「
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の
魂
が
あ
る
」
、
人
間
に
は
ヴ
ァ
ニ
テ
イ
、
独

立
心
、
意
気
地
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
を
尊
重
し
な
い
と
、
親
切
が
仇
に
な
る
．
自
己
反
省
を
欠
き
、
相
手
の
独
立
心
を
尊
重
し
な
い

者
は
、
こ
れ
だ
け
尽
し
て
や
る
の
に
、
な
つ
か
な
い
の
は
煽
動
す
る
者
が
い
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
排
日
運
動

の
裏
に
煽
動
者
が
い
る
と
い
う
見
方
は
、
事
件
の
真
相
を
見
誤
り
、
根
底
の
深
い
事
件
を
、
非
常
に
軽
い
も
の
と
見
る
恐
れ
が
あ
り
は
し

ま
い
か
．
よ
し
ん
ぽ
煽
動
の
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
事
件
が
起
っ
た
と
見
る
こ
と
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
黒
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幕
に
な
る
な
に
も
の
か
が
い
て
、
操
縦
す
れ
ば
事
件
が
起
る
と
観
る
結
果
は
、
今
度
は
吾
々
が
朝
鮮
、
支
那
、
西
伯
利
へ
行
っ
て
事
を
起

す
時
に
、
そ
れ
ら
の
地
の
国
民
を
相
手
に
せ
ず
、
二
．
三
の
有
力
者
の
み
を
相
手
と
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
．
一
、
二
の
有
力
者

を
動
か
せ
ば
、
天
下
は
こ
れ
に
連
れ
て
動
く
と
い
う
の
は
、
旧
式
の
歴
史
解
釈
で
あ
る
．
我
国
の
衆
院
議
員
の
多
数
者
は
、
去
年
、
選
挙

権
拡
張
に
つ
い
て
、
納
税
資
格
に
つ
き
五
円
乃
至
七
円
ま
で
と
言
っ
て
い
た
が
、
今
年
は
三
円
で
大
体
纏
り
が
つ
い
た
．
同
じ
議
員
が
五

円
あ
る
い
は
七
円
か
ら
三
円
に
変
っ
た
．
こ
の
よ
う
に
変
っ
た
の
は
、
彼
等
自
身
の
思
想
の
変
化
で
は
な
い
．
外
界
の
輿
論
の
力
で
あ
る
．

国
民
が
動
け
ば
二
、
三
人
の
有
力
政
治
家
は
ど
う
に
で
も
動
く
も
の
で
あ
る
．
朝
鮮
、
支
那
、
西
伯
利
の
問
題
を
研
究
す
る
に
当
り
、
従

来
の
吾
々
の
態
度
に
は
根
本
的
に
誤
が
あ
っ
た
。
今
後
、
吾
々
は
事
実
の
真
相
を
あ
り
の
ま
』
に
見
る
こ
と
に
よ
り
、
解
決
の
方
法
を
考

え
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
吉
野
の
講
演
は
以
上
の
通
り
で
あ
っ
た
．
吉
野
は
事
実
の
真
相
を
あ
り
の
ま
』
に
見
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た

が
、
こ
こ
で
は
朝
鮮
、
支
那
、
西
伯
利
の
排
日
運
動
の
真
相
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
．
抽
象
的
に
は
、
相
手
に
も
独
立

心
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
尊
重
し
な
い
と
親
切
が
仇
に
な
る
と
ま
で
は
い
っ
た
。
そ
こ
ま
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

吉
野
だ
か
ら
で
あ
っ
た
．
た
と
え
ば
三
・
一
事
件
に
つ
い
て
、
当
時
の
主
要
新
聞
雑
誌
の
論
調
は
、
事
件
の
原
因
を
、
天
道
教
徒
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
陰
謀
に
求
め
、
と
く
に
米
人
宣
教
師
の
煽
動
が
大
で
あ
る
と
し
、
蜂
起
し
た
民
衆
を
非
難
し
、
併
合
前
に
比
較
し
、
民
衆
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

幸
福
の
は
ず
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
．
吉
野
は
、
こ
れ
ら
の
論
調
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
主
張
を
講
演
で
展

開
し
た
．
吉
野
は
、
こ
の
講
演
よ
り
約
三
年
前
に
満
州
、
朝
鮮
を
旅
行
し
、
そ
の
後
に
執
筆
し
た
旅
行
記
中
に
お
い
て
、
異
民
族
統
治
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

理
想
は
そ
の
民
族
と
し
て
の
独
立
を
尊
重
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
．
黎
明
会
の
講
演
で
は
、
そ
こ
ま
で
言
及
し
な

か
っ
た
の
は
不
特
定
多
数
の
聴
衆
を
直
接
対
象
と
す
る
講
演
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
．

　
吉
野
は
、
こ
の
講
演
に
先
ぎ
立
つ
三
年
前
に
朝
鮮
に
関
す
る
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
黎
明
会
第
四
回
例
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

出
席
し
た
金
雨
英
ら
が
吉
野
の
周
辺
に
集
っ
て
い
た
．
右
例
会
に
出
席
し
た
朝
鮮
学
生
の
多
く
は
吉
野
に
関
係
し
て
い
た
学
生
で
あ
ろ
う
。
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吉
野
は
二
・
八
事
件
、
あ
る
い
は
三
・
一
事
件
に
よ
り
初
め
て
朝
鮮
問
題
に
関
心
を
抱
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
．
同
様
に
、
西
伯
利
、
中

国
へ
の
関
心
も
、
決
し
て
大
正
八
年
三
月
の
時
点
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
．
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
発
言
を
大
衆
を

前
に
し
て
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
講
演
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
激
動
す
る
大
正
七
、
八
年
を
背
景
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
穏
や
か
な
民
主
主
義
的
・
人
道
主
義
的
主
張
で
あ
っ
て
、
社
会
主
義
的
な
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
．

　
森
戸
辰
男
の
演
題
は
「
労
働
者
問
題
の
解
決
と
経
済
的
挙
国
一
致
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
。
世
界

戦
争
の
目
的
は
、
自
由
、
正
義
、
人
道
、
平
和
で
あ
っ
た
．
戦
争
に
勝
利
し
た
欧
州
の
連
合
諸
国
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
コ
ソ
ス
ト
ラ
ク
ゾ
ロ
ン

に
国
際
関
係
、
国
内
の
制
度
施
設
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
．
つ
ま
り
「
改
　
　
　
造
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
同
じ
連
合
国

の
与
国
で
あ
っ
た
日
本
で
は
、
有
力
者
の
間
の
最
も
勢
力
あ
る
思
想
が
反
動
的
・
復
古
的
思
想
で
あ
る
こ
と
は
頗
る
奇
妙
な
現
象
で
あ
る
。

今
日
の
我
国
の
民
衆
生
活
に
お
い
て
、
第
一
は
政
治
上
の
間
題
に
関
し
て
は
普
通
選
挙
問
題
、
第
二
は
婦
人
問
題
、
第
三
は
労
働
間
題
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
大
問
題
に
関
連
し
て
、
我
国
の
有
力
者
の
間
に
、
善
政
主
義
、
良
妻
賢
母
主
義
、
温
情
主
義
と
称
す
る
も
の
が
と
ら

れ
て
い
る
。
善
政
主
義
と
は
、
善
い
政
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
民
衆
を
政
治
に
干
与
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
良
妻
賢
母

主
義
と
は
、
女
は
家
庭
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
お
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
温
情
主
義
と
は
労
働
者
は
雇
主
の
指
示
に
従
い
、
黙
っ
て
働
け

ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
政
・
良
妻
賢
母
・
温
情
の
三
主
義
は
、
じ
つ
は
我
国
保
守
主
義
の
三
位
一
体
で
あ
る
．

　
労
働
者
問
題
と
は
、
労
働
者
階
級
と
資
本
家
階
級
と
の
間
に
経
済
的
不
平
等
が
存
在
す
る
た
め
に
起
る
衝
突
で
あ
る
。
労
働
者
間
題
に

関
す
る
社
会
政
策
学
者
の
主
張
を
読
む
と
、
現
代
資
本
制
文
化
の
下
に
お
い
て
も
、
労
働
者
に
は
資
本
が
無
く
、
資
本
家
に
は
労
働
が
無

い
た
め
、
両
階
級
は
相
僑
り
、
相
助
け
合
っ
て
い
る
、
し
か
る
が
ゆ
え
に
両
者
は
完
全
に
相
調
和
す
る
、
と
い
う
。
階
級
調
和
説
が
あ
る
．

し
か
し
、
こ
の
理
論
で
は
、
現
在
起
き
て
い
る
労
働
者
問
題
を
説
明
で
ぎ
な
い
。
労
資
双
方
が
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
れ
ぽ
問
題
は
生
じ

な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
両
者
は
生
産
過
程
に
お
い
て
共
力
を
必
要
と
す
る
。
し
か
も
現
在
の
経
済
組
織
の
下
に
お
い
て
生
産
物
を
両
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者
の
間
で
分
配
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
．
「
即
ち
生
産
と
い
う
仕
事
を
行
う
に
は
狼
と
小
羊
と
を
一
つ
の
濫
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と

こ
ろ
に
労
働
問
題
が
起
る
．
調
和
論
者
は
共
力
を
以
て
階
級
調
和
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が
階
級
衝
突
の
原
因
で
あ
る
．
次

に
分
配
の
面
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
資
本
家
は
能
う
る
か
ぎ
り
多
く
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
者
は
資
本
家
の
よ

う
な
働
か
な
い
者
が
所
得
を
獲
る
こ
と
に
反
対
す
る
、
「
か
く
て
両
階
級
の
利
益
は
決
し
て
相
調
和
せ
ず
．
相
反
擾
す
る
外
は
な
い
。
」
さ

ら
に
階
級
調
和
説
は
、
現
代
社
会
の
仕
組
と
い
う
観
点
か
ら
も
成
り
立
た
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
現
代
社
会
は
一
方
に
お
い
て
経
済
上
の

特
権
を
是
認
し
て
資
本
家
階
級
の
存
在
を
認
め
、
他
方
に
お
い
て
民
本
的
要
求
を
承
認
し
て
労
働
者
階
級
の
台
頭
を
容
認
し
て
い
る
。
こ

の
両
者
は
相
容
れ
ず
、
対
立
す
る
。
階
級
闘
争
は
不
可
避
で
あ
る
．

　
現
在
の
我
国
の
労
働
者
間
題
解
決
の
方
法
を
検
べ
て
見
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
温
情
主
義
で
あ
る
．
温
情
主
義
は
、
労
働
者
問
題
は
経

済
問
題
で
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
労
働
者
の
犠
牲
に
お
い
て
資
本
家
の
利
益
を
伸
張
し
よ
う
と
す
る
．
ま
た
温
情
主
義
は
資
本
家
と
労
働

者
と
の
関
係
を
父
子
君
臣
の
関
係
に
あ
る
と
す
る
封
建
時
代
の
も
の
で
あ
る
．
今
日
の
労
働
者
問
題
の
解
決
は
、
労
働
者
本
位
に
お
こ
な

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
済
的
特
権
の
廃
止
或
い
は
制
限
、
労
働
者
の
民
本
的
要
求
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ
を

「
経
済
的
挙
国
一
致
」
と
称
し
た
い
．
兵
役
の
義
務
と
同
様
に
労
働
の
義
務
が
国
民
｝
般
に
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
さ
ら
に
、
挙

国
一
致
は
、
「
他
人
の
奢
修
に
先
っ
て
、
人
間
ら
し
き
生
存
を
要
求
し
得
る
権
利
、
即
ち
生
存
権
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
生
存

権
と
労
働
義
務
と
が
承
認
さ
れ
る
経
済
的
挙
国
一
致
は
今
日
、
行
わ
れ
て
い
な
い
、
今
日
の
社
会
は
、
富
者
階
級
に
は
労
働
義
務
が
免
除

さ
れ
、
貧
者
階
級
に
は
生
存
権
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
り
健
全
と
は
い
え
な
い
。
階
級
闘
争
が
絶
え
な
い
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
労
働
者
問
題
の
根
本
的
解
決
の
途
は
、
労
働
義
務
の
承
認
、
経
済
的
特
権
の
制
限
・
廃
止
、
生
存
権
の
要
求
を
承
認
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
着
実
で
あ
る
べ
き
で
、
暴
力
的
革
命
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
経
済
的
新
制
度

を
最
も
強
く
望
ん
で
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
労
働
者
階
級
で
あ
る
．
こ
の
労
働
者
階
級
の
希
求
す
る
経
済
的
新
制
度
を
実
現
す
る
運
動

を
育
み
、
そ
れ
を
健
全
な
る
も
の
に
発
達
せ
し
む
る
こ
と
が
、
今
日
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
最
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
労
働

61



法学研究60巻2号（’87：2）

組
合
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
．
し
か
る
に
治
安
警
察
法
第
十
七
条
は
労
働
者
の
運
動
を
不
可
能
に
し
て
い
る
．
同
条
項
の
改
廃
は
、
新
し

い
世
界
・
理
想
・
文
化
価
値
の
創
造
を
進
め
る
か
、
後
退
さ
せ
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
経
済
学
科
助
教
授
森
戸
辰
男
の
講
演
で
あ
っ
た
．
森
戸
は
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
経
済
学
科
か

ら
経
済
学
部
が
独
立
（
大
正
八
年
四
月
一
日
）
し
、
新
学
部
の
一
員
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
十
日
ほ
ど
前
に
こ
の
講
演
を
行
っ
た
．
当
時
、

森
戸
は
社
会
問
題
を
一
生
の
研
究
課
題
に
え
ら
び
、
社
会
間
題
の
研
究
の
中
で
も
社
会
主
義
の
研
究
が
最
重
要
と
考
え
、
研
究
が
不
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
あ
る
時
代
的
制
限
の
中
に
あ
っ
て
ク
・
ポ
ト
キ
ン
の
研
究
に
う
ち
こ
ん
で
い
た
．
森
戸
は
三
十
歳
で
あ
っ
た
．
森
戸
は
．
国
家
学
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

部
か
ら
独
立
し
て
社
会
科
学
の
学
部
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
新
学
部
の
一
員
と
し
て
学
問
の
自
由
を
広
く
社
会
に
表
明
し
よ
う
と
か
、
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

学
部
は
大
学
に
新
風
を
吹
き
こ
み
、
古
い
東
京
帝
国
大
学
の
よ
ど
ん
だ
伝
統
を
あ
え
て
破
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
た
。
森
戸

の
長
大
な
講
演
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
黎
明
会
の
講
演
会
で
は
き
か
れ
な
か
っ
た
主
張
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
労
資
関
係
は
協
調
で
き
る
も

の
で
は
な
く
、
階
級
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
率
直
に
表
現
し
た
の
は
森
戸
の
こ
の
講
演
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
生
存
権

に
関
し
て
は
、
福
田
徳
三
が
主
張
し
て
ぎ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
福
田
の
場
合
は
、
生
存
権
さ
え
あ
れ
ば
選
挙
権
な
ど
無
く
と
も
よ
い
と

い
う
が
ご
と
き
激
し
い
表
現
を
一
方
に
用
い
つ
つ
、
す
ぐ
そ
の
あ
と
で
、
し
か
し
生
存
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
日
本
の
国
本
を
動
揺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
こ
ま
で
は
要
求
で
き
な
い
、
と
腰
を
引
く
の
で
あ
っ
た
．
森
戸
の
場
合
、
生
存
権
の
主
張

に
条
件
を
つ
け
な
い
．
さ
ら
に
福
田
は
生
存
権
を
主
張
す
る
場
合
、
「
国
民
の
総
て
の
者
が
人
と
し
て
恥
か
し
か
ら
ぬ
生
活
を
し
得
る
よ

う
に
す
る
」
と
か
「
国
民
生
活
の
不
可
侵
、
保
障
」
と
い
う
よ
う
に
、
真
に
生
存
権
を
主
張
す
べ
き
も
の
を
荘
漠
た
る
も
の
に
し
て
い
る
。

森
戸
は
生
存
権
を
必
要
と
す
る
者
を
労
働
者
、
貧
者
階
級
と
明
示
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
資
本
家
、
富
者
階
級
に
よ
り
生
存
権
を
奪
わ
れ

て
い
る
と
ま
で
い
い
き
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
受
く
る
富
の
分
配
は
、
そ
の
量
と
質
と
が
極
め
て
寒
貧
で
あ
る
の
に
対
し
、
資
本
家

は
労
働
者
を
切
捨
御
免
の
特
権
を
持
っ
て
い
る
、
富
者
階
級
に
は
労
働
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
る
、
階
級
闘
争
が
絶
え
な
い
の
は
当
然
で

あ
る
、
と
し
た
．
森
戸
の
講
演
に
は
社
会
主
義
の
主
張
が
色
濃
く
に
じ
ん
で
い
た
．
森
戸
は
既
述
の
通
り
、
社
会
科
学
・
社
会
問
題
の
研
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究
者
と
し
て
社
会
主
義
の
研
究
が
最
重
要
だ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
講
演
は
自
然
と
社
会
主
義
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
．

森
戸
は
「
私
た
ち
若
い
社
会
問
題
研
究
者
に
共
通
」
し
た
考
え
と
し
て
、
社
会
の
実
態
に
即
し
た
研
究
を
す
べ
き
だ
と
し
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
当
時
の
社
会
の
実
態
と
は
、
国
外
に
あ
っ
て
は
ロ
シ
ア
革
命
、
ド
イ
ッ
革
命
、
国
内
に
あ
っ
て
は
米
騒
動
、
普
通
選
挙
運
動
、
労
働

運
動
・
農
民
運
動
そ
れ
に
学
生
運
動
で
あ
っ
た
。
「
自
由
と
解
放
に
む
か
っ
て
進
む
激
動
の
時
代
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
即
し
た
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
と
い
う
。
後
年
、
青
年
将
校
が
、
黎
明
会
を
も
っ
て
、
日
本
社
会
主
義
台
頭
の
温
床
で
あ
っ
た
か
の
ご
と
き

表
現
を
し
た
。
森
戸
の
講
演
に
は
「
社
会
主
義
」
と
い
う
文
言
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
彼
は
社
会
主
義
を
熱
心
に
研
究
す
る

学
者
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
社
会
主
義
的
で
あ
っ
た
．

社会変動と大正デモクラシー

　
穂
積
重
遠
の
演
題
は
「
法
令
改
善
の
第
一
歩
」
で
あ
っ
た
。
今
日
の
法
律
制
度
上
、
改
善
す
べ
き
点
と
し
て
、
法
律
の
文
章
に
濁
と
句

読
と
を
附
け
る
べ
き
で
あ
る
。
第
一
に
法
律
文
は
正
確
を
期
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
濁
、
句
読
を
附
け
な
い
文
章
は
不
正
確
で
あ
る
。

濁
、
句
読
が
な
く
と
も
法
律
家
に
は
わ
か
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
第
二
の
問
題
が
あ
る
．
こ
れ
ま
で
の
法
律
は
官
吏
の
法
律
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
法
律
は
国
民
の
法
律
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
国
民
に
公
示
す
る
法
律
で
あ
る
以
上
、
国
民
が
常
用
す
る
日
本
文

を
以
て
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
次
に
改
善
す
べ
き
こ
と
は
．
法
律
文
は
国
民
が
常
用
す
る
言
葉
を
以
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
法
律
文

に
は
、
国
民
の
常
用
語
か
ら
遠
い
術
語
が
余
り
に
も
多
過
ぎ
る
．
法
律
は
術
語
な
き
を
理
想
と
し
、
術
語
が
通
俗
語
と
な
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
。
平
仮
名
、
口
語
体
で
書
い
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
「
法
律
文
を
人
間
の
も
の
た
ら
し
め
た
い
。
」
法
律
の
威
厳
は
、
法
律
が

能
く
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
法
律
が
能
く
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
国
民
が
能
く
法
律
の
精
神
を
理
解
し
、
納
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。

国
民
の
遵
法
心
養
成
の
根
本
は
．
国
民
が
読
ん
で
理
解
で
き
る
文
章
を
以
て
法
律
を
書
く
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
．
法
律
は
政
府
の
役
人

の
持
え
る
も
の
で
あ
る
。
法
律
文
が
い
か
な
る
文
字
で
書
か
れ
よ
う
が
一
向
無
頓
着
で
あ
る
と
い
う
状
態
が
国
民
の
間
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
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は
よ
ろ
し
く
な
い
。
法
律
は
、
吾
々
に
関
係
し
た
生
活
規
則
で
あ
る
．
こ
の
問
題
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
、
我
国
の
法
治
制
度
、
立
憲

制
度
、
自
治
制
度
が
い
ま
だ
充
分
に
運
用
さ
れ
て
い
な
い
原
因
と
な
る
．
法
令
改
善
の
第
一
歩
は
、
形
式
的
に
は
法
律
文
の
改
良
、
実
質

的
に
は
、
法
律
を
わ
が
も
の
と
考
え
る
国
民
的
自
覚
で
あ
る
と
確
信
す
る
。

　
以
上
が
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
教
授
・
法
学
博
士
穂
積
重
遠
の
講
演
で
あ
っ
た
。
濁
、
句
読
を
つ
け
、
平
仮
名
、
口
語
体
の
法
律
文

に
し
て
、

　
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
（
6
）

　
（
7
）

　
（
8
）

国
民
の
法
律
、
人
間
の
法
律
に
し
た
い
と
い
う
提
唱
で
あ
る
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
お
だ
や
か
な
息
づ
か
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

吉
野
作
造
・
松
尾
尊
允
編
『
中
国
・
朝
鮮
論
』
（
平
凡
社
　
昭
和
4
5
年
4
月
2
5
日
）
中
の
松
尾
氏
に
よ
る
「
解
説
」
（
三
六
六
ー
七
頁
）
。

吉
野
作
造
「
満
韓
を
視
察
し
て
」
（
中
央
公
論
　
大
正
五
年
六
月
号
）
．

前
掲
『
中
国
・
朝
鮮
論
』
中
の
松
尾
氏
の
「
解
説
」
（
三
六
五
頁
）
．

前
掲
、
森
戸
辰
男
『
思
想
の
遍
歴
　
上
』
二
六
ー
九
頁
。

森
戸
辰
男
『
思
想
の
遍
歴
　
下
』
（
春
秋
社
　
昭
和
五
十
年
四
月
二
十
日
）
四
六
二
頁
。

前
掲
森
戸
『
思
想
の
遍
歴
　
上
』
二
八
頁
。

福
田
徳
三
「
国
本
は
動
か
ず
」
（
『
黎
明
会
講
演
集
』
第
一
巻
第
一
輯
大
正
八
年
三
月
一
日
）
。

前
掲
森
戸
『
思
想
の
遍
歴
　
上
』
二
七
頁
。
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四
、
黎
明
会
第
三
回
講
演
会
の
内
容
と
分
析
（
皿
）

　
大
島
正
徳
の
演
題
は
「
輿
論
の
人
格
的
基
礎
」
で
あ
っ
た
。
民
本
主
義
、
輿
論
尊
重
は
現
代
の
思
潮
で
あ
る
。
国
際
連
盟
は
、
一
種
の

国
際
的
な
輿
論
尊
重
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
輿
論
尊
重
は
英
米
仏
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
来
そ
う
し
た
も
の
と
正
反
対
で
あ
っ
た
露
西

亜
、
独
逸
で
も
、
そ
の
兆
候
が
見
え
る
。
我
国
で
は
二
、
三
年
前
ま
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
普
通
選
挙
論
は
禁
句
で
あ
っ
た
が
、
今
日

で
は
普
選
運
動
ま
で
が
あ
る
。
か
く
も
輿
論
尊
重
が
国
の
内
外
の
大
勢
と
な
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
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第
一
に
は
、
世
界
大
戦
が
民
本
主
義
の
本
家
で
あ
る
英
米
仏
の
大
勝
に
帰
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
大
戦
が
挙
国
一
致
、
つ
ま
り
輿
論
尊
重
で
行
わ
れ
た
た
め
、
戦
後
は
労
働
・
婦
人
・
選
挙
権
問
題
で
す
べ
て
の
人
々
が
容

啄
し
た
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
．
こ
こ
で
我
国
の
特
殊
な
事
情
を
つ
け
加
え
れ
ば
、
①
原
政
党
内
閣
が
成
立
し
、
論
客
が
発
言
し

易
く
な
っ
た
こ
と
、
②
米
騒
動
に
よ
り
米
が
安
く
な
り
、
民
衆
の
力
は
非
常
に
強
い
と
い
う
こ
と
を
人
び
と
が
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、
③
我
国
の
学
者
思
想
家
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
我
国
体
に
背
く
も
の
で
は
な
い
と
説
明
し
て
き
た
た
め
、
そ
の
文
言
に
危
険
を
感

じ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
等
が
、
輿
論
尊
重
、
民
本
主
義
を
し
て
勢
力
を
得
せ
し
め
た
．

　
第
三
に
教
育
の
普
及
、
進
歩
で
あ
る
．
こ
れ
が
根
本
的
理
由
で
あ
る
．
教
育
の
普
及
進
歩
は
、
各
人
の
自
覚
を
高
め
、
輿
論
的
傾
向
を

顕
著
に
さ
せ
る
。

　
輿
論
尊
重
、
民
本
主
義
思
想
が
時
代
の
大
勢
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
条
件
に
迎
合
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
に
は
い
か
な
る
倫

理
的
、
哲
学
的
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
輿
論
を
尊
重
す
べ
し
と
い
う
こ
と
は
倫
理
哲
学
の
根
本
に
あ
る
人

格
敬
愛
尊
重
の
精
神
で
あ
る
．
人
格
者
と
し
て
の
人
に
敬
意
を
払
う
以
上
、
所
謂
輿
論
が
、
自
分
は
下
ら
な
い
説
だ
と
思
っ
て
も
、
こ
れ

を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
輿
論
に
盲
従
す
べ
き
で
は
な
い
．
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
ら
も
ま
た
人
格
者
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
．
輿
論
が
健
全
輩
固
で
あ
る
た
め
に
は
、
容
易
く
輿
論
に
盲
従
せ
ざ
る
も
の
の
一
致
に
依
っ
て
成
る
こ
と
で
あ
る
．
輿
論
で

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
に
盲
従
せ
ず
、
ま
た
自
分
の
意
見
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
に
固
執
せ
ず
、
譲
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
せ
ず

に
、
互
に
諒
解
す
る
と
こ
ろ
に
人
格
尊
重
、
輿
論
尊
重
が
あ
る
。
従
っ
て
、
輿
論
、
個
人
の
意
見
に
お
い
て
、
異
っ
た
意
見
が
あ
る
時
、

そ
れ
を
暴
力
或
は
官
憲
の
力
で
抑
え
る
こ
と
は
人
格
尊
重
と
は
な
ら
な
い
。
思
想
は
思
想
を
以
て
取
締
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
昨
今
言
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ニ
テ
イ
ヨ
イ
ソ
バ
ラ
エ
チ
ヨ

れ
て
い
る
思
想
の
統
一
と
は
、
多
勢
者
が
相
互
の
人
格
を
尊
び
．
意
見
を
理
解
し
合
っ
て
、
所
謂
複
雑
中
の
統
一
が
生
れ
て
こ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
．
こ
の
統
一
は
、
全
会
一
致
で
は
な
く
、
多
数
決
で
あ
る
．
な
お
数
量
的
決
定
に
至
る
ま
で
に
人
格
の
力
が
お
お
い
に
作
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
識
見
徳
望
あ
る
人
格
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
多
数
決
は
、
形
式
上
平
等
に
人
格
が
働
く
と
共
に
、
決
定
の
過
程
に
お
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い
て
識
見
徳
望
の
力
と
し
て
差
別
的
に
働
く
こ
と
に
な
る
．
民
本
政
治
は
、
多
数
決
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
見
る
と
、
そ
こ
に
偉
大
な
る

人
格
の
力
が
働
く
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
輿
論
政
治
と
人
格
政
治
と
は
二
途
で
は
な
い
。

　
以
上
が
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
助
教
授
大
島
正
徳
の
講
演
要
旨
で
あ
っ
た
．
大
島
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
i
、
民
本
主
義
と
い
う
文
言
を

混
交
さ
せ
て
使
用
し
て
い
る
が
、
大
正
八
年
三
月
ま
で
の
二
、
三
年
の
間
に
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
普
通
選
挙
と
い
う
文
言

が
タ
ブ
ー
で
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
時
代
の
激
変
が
証
明
さ
れ
て
い
る
．
さ
ら
に
こ
の
激
変
が
時
と
共
に
加
速
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

る
の
は
、
米
騒
動
に
つ
い
て
「
大
騒
ぎ
を
や
っ
た
、
大
騒
を
や
っ
た
為
に
政
府
で
急
策
を
講
じ
て
も
中
々
下
ら
ぬ
、
米
が
安
く
な
っ
た
、

此
安
く
な
っ
た
こ
と
に
は
民
衆
の
力
が
与
え
る
こ
と
が
大
き
い
、
従
っ
て
民
衆
の
力
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
。
民
意
は
な
か
な
か
強

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
．
誰
れ
も
彼
れ
も
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
ほ
ど
あ
け
す
け
に
、
黎
明
会
講
演
会
で
、
米

騒
動
に
お
け
る
「
民
衆
の
力
」
を
高
く
評
価
し
た
者
は
い
な
い
。
大
衆
運
動
の
高
揚
が
、
学
者
の
発
言
を
開
放
的
に
さ
せ
た
。

　
大
島
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
民
本
主
義
が
勢
力
を
得
た
一
要
因
と
し
て
、
学
者
思
想
家
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
わ
が
国
体
に
反
し
た
も
の

で
は
な
い
と
説
い
た
こ
と
を
あ
げ
た
．
学
者
思
想
家
は
、
①
明
治
二
十
二
年
以
来
の
立
憲
政
治
、
②
五
箇
条
の
誓
文
、
③
歴
聖
の
詔
勅
、

④
神
代
の
時
代
の
挙
国
一
致
（
天
照
大
神
の
天
の
窟
戸
に
関
す
る
神
話
）
等
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
通
ず
る
と
説
明
し
た
。

こ
の
説
明
が
、
近
年
急
速
に
輿
論
尊
重
の
思
潮
を
高
め
た
と
い
う
．
黎
明
会
々
員
も
黎
明
会
講
演
会
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
わ
が
国
の

立
憲
政
治
、
誓
文
、
詔
勅
、
神
話
を
も
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
国
本
に
反
し
な
い
と
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
．
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福
田
徳
三
の
演
題
は
「
如
何
に
改
造
す
る
か
（
吉
野
博
士
に
答
う
）
」
で
あ
っ
た
．
英
米
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
金
持
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
っ
て
全
人
民
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
な
い
の
と
同
様
に
、
独
逸
の
社
会
民
主
主
義
は
貧
民
階
級
、
「
第
四
階
級
」
の
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

す
な
わ
ち
一
部
分
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
っ
て
総
て
の
人
民
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
に
対
し
、
室
伏
高
信
が
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
実
の
誤
謬
で
あ
る
、
と
書
い
た
．
し
か
し
、
社
会
民
主
党
は
プ
・
レ
タ
リ
ア
階
級
が
天
下
を
と
る
こ
と
を
以
て
任
務
と
す
る
こ
と
は
、
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マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
共
産
党
宣
言
』
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
末
尾
に
は
、
．
．
ギ
・
一
9
貰
尋
巴
一
霞
蜜
区
貫
ぎ
お
践
巳
讐

①
蓉
三
．
．
と
あ
る
。
事
実
を
見
て
も
、
露
西
亜
で
は
レ
ー
ニ
ン
、
ト
ロ
ッ
キ
ー
の
下
に
、
第
四
階
級
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
独
裁
政
治
が
お

こ
な
わ
れ
、
独
逸
で
も
第
四
階
級
が
天
下
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
．
第
四
階
級
が
社
会
を
支
配
す
る
事
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
い
う
。
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
か
ら
全
人
民
の
ク
ラ
シ
ー
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

　
社
会
民
主
主
義
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
方
法
と
し
て
階
級
戦
争
を
企
て
る
が
た
め
に
危
険
で
あ
る
。
社
会
主
義
の
目
的
を
達
成
す

る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
一
番
安
全
で
、
一
番
正
し
い
、
一
番
人
間
ら
し
い
路
を
通
ろ
う
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
．
「
社
会
民
主
主
義

は
危
険
が
あ
っ
て
も
、
人
が
迷
惑
し
て
も
、
藪
の
中
で
も
溝
の
中
で
も
宜
い
か
ら
や
っ
て
行
け
と
申
す
の
で
す
か
ら
、
私
は
之
を
う
そ
の

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
と
言
う
。
」
社
会
民
主
主
義
者
の
手
に
よ
り
世
界
を
改
造
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
．

　
現
代
は
国
際
的
に
も
、
ま
た
国
内
的
に
も
、
物
を
持
つ
国
（
英
米
）
や
人
間
（
資
本
家
）
が
、
物
を
造
り
出
さ
ん
と
す
る
国
（
日
本
）
や

人
問
（
労
働
者
）
に
打
ち
勝
た
ん
と
し
て
い
る
．
こ
の
根
本
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
．
所
有
（
≦
鼠
二
富
奉
）
の
社
会
、
経
済
、
政
治
を

　
　
　
　
ク
リ
エ
チ
ド
ブ
ネ
ノ
ス

縮
少
し
、
創
　
　
　
造
（
善
暮
こ
。
）
の
社
会
、
経
済
、
政
治
を
拡
張
し
な
く
て
は
真
の
幸
福
は
得
ら
れ
な
い
．
こ
れ
が
世
界
改
造
の
原
理

で
あ
る
．
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
正
当
か
否
か
と
い
う
基
準
は
、
右
の
原
理
の
遂
行
上
必
要
な
る
手
段
を
正
当
と
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
否

と
す
る
。
い
ま
ま
で
は
所
有
と
い
う
こ
と
に
余
り
に
も
重
き
を
置
き
過
ぎ
た
．
こ
れ
か
ら
は
創
造
す
る
者
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
し
な
く

て
は
人
生
を
充
実
し
、
文
化
を
発
展
さ
せ
る
社
会
に
改
造
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
。

　
吾
々
の
今
日
の
生
活
に
お
い
て
最
も
創
造
的
な
生
活
は
結
婚
生
活
で
あ
る
．
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
造
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

創
造
的
で
最
も
清
く
楽
し
み
の
多
か
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
、
醜
業
プ
・
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
、
人
間
が
神
か
ら
与
え
ら

れ
た
最
高
の
も
の
を
金
を
得
た
い
た
め
に
最
も
下
等
な
仕
事
に
し
て
し
ま
う
．
労
働
は
結
婚
生
活
に
つ
い
で
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
匹
敵
す

る
ほ
ど
創
造
的
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
．
し
か
る
に
、
今
日
の
労
働
に
寸
分
の
楽
し
み
も
な
く
、
た
だ
苦
痛
だ
け
が
あ
る
の
は
「
創
造
は
全

く
雇
主
の
み
に
あ
っ
て
、
労
働
者
は
唯
だ
服
従
的
に
他
人
の
創
意
し
た
も
の
を
執
行
す
る
に
過
ぎ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
．
賃
銀
の
た
め
に
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労
働
す
る
と
こ
ろ
は
プ
・
ス
チ
チ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
似
て
い
る
．
労
働
間
題
は
こ
こ
か
ら
起
る
．
仕
事
が
辛
い
か
ら
起
る
の
で
は
な
い
．
口

腹
の
問
題
で
は
な
い
、
人
生
の
楽
し
み
（
ジ
．
ー
イ
）
が
な
い
か
ら
起
る
の
で
あ
る
．
労
働
問
題
の
解
決
は
賃
銀
の
増
額
、
労
働
時
間
の

短
縮
、
温
情
主
義
、
資
本
と
労
働
が
一
致
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
ら
宜
か
ろ
う
と
い
う
．
資
本
と
労
働
は
今
日
の
制
度
に
お
い
て
一
致
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
対
抗
す
べ
き
も
の
で
あ
る
．
た
だ
対
抗
す
る
た
め
に
不
都
合
が
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
秩
序
を
素
さ

な
い
よ
う
に
力
を
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
改
造
が
必
要
で
あ
る
。

　
改
造
の
た
め
に
は
、
生
存
権
の
保
障
を
出
発
点
と
し
、
吾
々
の
生
存
を
ジ
ョ
！
イ
た
ら
し
め
る
障
碍
物
を
取
り
去
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
つ

ま
リ
ポ
ゼ
ッ
シ
ョ
ン
が
強
過
ぎ
て
、
創
造
を
押
え
る
よ
う
な
今
の
組
織
を
改
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
．
総
て
人
間
の
行
動
が
自
分
の
も

の
に
な
る
よ
う
に
な
れ
ば
楽
し
い
、
さ
ら
に
も
の
を
造
り
出
せ
た
な
ら
ば
さ
ら
に
等
し
い
、
こ
れ
が
本
当
の
「
解
放
」
で
あ
る
．
こ
れ
が

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
．
自
分
が
い
う
経
済
上
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
本
当
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
．
こ
の
解
放
、
こ
の
改
造
は
い
ま
英
吉
利
、
亜
米
利
加
に
お
い
て
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
“
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
（
産
業
共
同
管
理
）
”
で
あ
る
。

　
以
上
が
福
田
徳
三
の
長
大
な
講
演
の
要
旨
で
あ
っ
た
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
吉
野
博
士
に
答
う
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
福
田
が

吉
野
作
造
及
び
室
伏
高
信
の
両
者
と
「
社
会
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
部
分
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
理
解
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
の
自
己
の
見
解
の
開
陳
で
あ
る
．
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
が
部
分
的
な
民
主
主
義
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り

は
．
福
田
自
身
は
そ
れ
を
、

　
一
、
部
分
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
、

　
二
、
階
級
戦
争
を
社
会
改
造
の
手
段
と
す
る
が
ゆ
え
に
危
険
で
あ
る
、

と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
．
福
田
は
持
て
る
も
の
の
社
会
を
改
造
し
て
創
造
の
社
会
に
改
造
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と

し
た
が
、
そ
の
改
造
の
方
法
は
穏
健
、
安
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
．
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労
働
問
題
は
仕
事
が
辛
い
か
ら
起
る
の
で
は
な
い
．
口
腹
の
問
題
で
は
な
く
、
人
生
の
ジ
ョ
ー
イ
か
ら
起
る
の
だ
と
い
う
説
明
は
、
必

ず
し
も
福
田
が
考
え
る
労
働
問
題
原
因
論
の
す
べ
て
で
は
な
い
と
思
う
が
、
森
戸
辰
男
の
労
働
者
問
題
と
は
労
資
両
階
級
の
間
に
経
済
的

不
平
等
が
存
在
す
る
た
め
に
起
る
衝
突
で
あ
る
、
「
狼
と
小
羊
と
を
一
つ
の
濫
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
こ
ろ
に
労
働
間
題
が
起
る

と
い
う
説
を
聞
い
た
者
は
、
福
田
の
説
明
を
か
な
り
も
の
足
り
な
く
感
じ
る
。

　
福
田
は
、
本
講
演
に
お
い
て
も
生
存
権
に
つ
い
て
触
れ
た
．
「
社
会
に
生
れ
る
者
は
先
づ
生
く
べ
き
権
利
を
持
っ
て
居
る
．
生
き
て
居

る
者
は
生
か
し
て
呉
れ
ろ
ど
う
で
も
生
か
し
て
呉
れ
ろ
と
社
会
に
向
っ
て
要
求
す
る
所
の
権
利
」
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
権
利

を
主
張
す
る
者
は
誰
で
あ
る
の
か
明
瞭
に
言
い
き
る
こ
と
を
し
な
い
．
そ
の
点
、
同
じ
生
存
権
を
主
張
し
て
も
、
森
戸
の
主
張
は
鮮
烈
で

あ
っ
た
。
福
田
は
進
歩
的
な
思
想
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
意
外
に
頑
冥
思
想
と
根
を
同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
さ
ら

に
急
所
を
荘
漠
た
る
も
の
に
し
て
保
身
に
苦
心
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
世
評
で
は
温
和
思
想
家
の
第
一
人
者

と
し
て
い
た
が
、
じ
つ
は
世
故
に
關
け
て
い
た
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。

社会変動と大正デモクラシー

（
1
）
　
福
田
は
所
謂
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
「
第
四
階
級
」
と
当
時
、
呼
ん
で
い
た
。

（
2
）
　
福
田
は
黎
明
会
第
一
回
講
演
会
に
お
い
て
、
「
兎
に
角
此
ソ
ー
シ
ア
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
矢
張
り
本
当
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
な
い
。
即
ち
私
が

向
後
日
本
に
起
っ
て
呉
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
（
中
略
）
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
．
何
と
な
れ
ば
其
は
第
四
階
級
と
云
う
多
数
の
人
間

　
は
含
ん
で
居
る
が
国
民
の
全
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
而
し
て
其
一
部
の
者
が
非
常
な
る
所
の
憎
し
み
、
非
常
な
る
敵
憔
心
を
以
て
、
他
の
階
級
と
戦

争
を
す
る
と
云
う
の
で
す
か
ら
、
是
は
断
じ
て
望
む
可
き
で
な
い
．
そ
れ
は
真
正
な
る
平
和
を
得
る
所
以
で
も
な
し
、
真
に
生
存
の
確
立
を
保
証
し

得
る
所
以
で
も
な
い
と
私
は
信
じ
て
居
る
」
（
前
掲
「
国
本
は
動
か
ず
」
）
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
福
田
は
同
様
な
こ
と
を
「
所
で
新
に
起
っ
て
独

逸
を
瞥
し
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
し
て
も
、
或
は
又
従
来
の
英
米
の
キ
ャ
ピ
タ
リ
ス
チ
ッ
ク
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
し
て
も
、
我
輩
は
之

　
を
冨
。
＆
＆
。
ヨ
8
声
畠
（
仮
面
的
民
主
主
義
）
と
呼
ぶ
に
躊
躇
し
な
い
。
何
故
な
れ
ば
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
即
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級

　
の
み
を
も
っ
て
α
。
ヨ
8
と
認
め
、
全
人
民
を
留
ヨ
畠
と
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
当
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
云
わ
れ
な
い
』
（
「
資
本
的
侵
略
主

義
に
対
抗
、
真
正
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
発
揚
」
中
央
公
論
　
大
正
八
年
一
月
号
）
と
叙
述
し
て
い
た
。

（
3
）
室
伏
高
信
は
大
正
八
年
二
月
に
「
第
三
階
級
民
主
主
義
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
お
い
て
、
福
田
の
社
会
民
主
主
義
が
単
に
「
福
田

69



法学研究60巻2号（’87：2）

製
」
の
社
会
民
主
主
義
で

正
八
年
十
二
月
号
〉
）
。五

、
結

「
真
正
の
社
会
民
主
義
、
で
な
い
と
し
て
い
た
と
い
う
が
未
見
（
室
伏
高
信
「
真
正
の
社
会
民
圭
義
」
〈
改
造
大
⑳

証口口

　
大
正
六
、
七
、
八
年
は
大
正
年
間
に
お
け
る
労
働
争
議
の
高
揚
期
で
あ
る
。
大
正
六
年
の
飛
躍
が
こ
と
に
目
を
ひ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
年
、
八
年
は
大
正
六
年
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
加
速
度
が
加
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
米
騒
動
、
普
選
運

動
、
学
生
組
織
も
、
や
は
り
加
速
度
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
。
目
を
い
ま
労
働
争
議
に
置
い
て
簡
潔
に
記
し
た
が
、
じ
つ
は
デ
モ
ク
ラ
シ

！
の
発
展
も
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
大
島
正
徳
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
大
正
五
、
六
年
は
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
、
民
本
主
義
と
い
う
文
言
は
禁
句
で
あ
り
、
普
通
選
挙
論
も
ま
た
同
断
で
あ
っ
た
．
大
正
八
年
一
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
黎
明
会
第

一
回
講
演
会
に
お
い
て
す
ら
、
吉
野
作
造
は
そ
の
講
演
中
、
た
だ
の
一
回
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
民
主
主
義
、
民
本
主
義
と
い
う
文
言
も
使

用
し
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
翌
二
月
の
同
会
第
二
回
講
演
会
で
は
、
吉
野
は
堂
々
と
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
吾
人
の
見
解
」
と
い
う

演
題
に
よ
っ
て
講
演
し
た
．
吉
野
は
、
つ
づ
く
、
同
会
第
三
回
講
演
会
で
は
、
国
民
が
動
け
ば
政
治
家
の
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
ま
で
断
言
し
た
．
米
騒
動
、
普
通
選
挙
運
動
に
よ
っ
て
政
治
家
の
選
挙
資
格
に
関
す
る
見
解
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
見
逃
さ
ず
、

そ
れ
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
米
騒
動
に
関
し
て
い
え
ば
、
哲
学
倫
理
を
専
攻
と
す
る
温
厚
な
大
島
正
徳
が
、
米
騒
動
は
大
騒
ぎ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
民
衆
の
力
を
し

め
す
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
米
騒
動
が
や
っ
て
の
け
た
、
と
述
べ
た
。
激
動
す
る
社
会
が
象
牙
の
塔
の
学
者
の

頭
脳
に
風
穴
を
あ
け
た
の
で
あ
る
。

　
三
二
事
件
、
朝
鮮
学
生
の
発
言
が
、
そ
れ
ま
で
朝
鮮
、
台
湾
は
日
本
の
も
と
に
あ
っ
て
当
然
と
信
じ
て
い
た
福
田
徳
三
の
思
想
を
動



揺
さ
せ
た
．
福
田
の
こ
の
方
面
に
お
け
る
思
想
の
変
化
は
、
最
も
顕
著
な
時
代
の
反
映
で
あ
る
．

　
黎
明
会
々
員
は
大
正
中
期
の
激
動
期
に
あ
っ
て
、
民
主
主
義
的
思
想
を
深
く
掘
り
下
げ
た
り
、
鮮
明
化
し
た
．

軍
将
校
あ
た
り
か
ら
見
る
と
社
会
主
義
の
温
床
に
な
っ
た
か
の
ご
と
き
観
を
抱
か
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
が
後
年
、
陸

社会変動と大正デモクラシー
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